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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動子及び該振動子の超音波振動が伝達される刃を有し、移動機構に取り付けられて移
動可能とされる超音波カッターと、
　前記刃が所定の軌道上を通るように前記移動機構を駆動制御する駆動制御手段と、
　前記振動子の負荷信号を検知する負荷信号検知手段と、
　前記負荷信号検知手段により検知された前記負荷信号の時間軸に対する強度変化を負荷
状態として検出する負荷状態検出手段と、
　前記負荷状態検出手段により検出された前記負荷状態を表示部に表示させる第１表示指
示手段と、を備え、
　前記第１表示指示手段は、前記負荷状態を示す負荷状態グラフ上に前記刃の軌道のうち
の所定の領域を示す領域情報を表示させることを特徴とする超音波切断装置。
【請求項２】
　前記振動子に所定の発振周波数の電圧を印加する発振器を備え、
　前記第１表示指示手段は、前記負荷状態グラフ上に前記発振器の励振を起動した複数の
タイミングを表示させ、該複数のタイミングのうちの隣接するタイミングの間隔が前記領
域情報となる請求項１記載の超音波切断装置。
【請求項３】
　前記負荷状態検出手段により検出された前記負荷状態に基づいて、前記負荷信号が所定
のしきい値を超える前記刃の軌道上の過負荷位置を検出する過負荷位置検出手段と、
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　前記刃の軌道を示す軌道図、及び該軌道図における前記過負荷位置検出手段により検出
された前記過負荷位置を表示部に表示させる第２表示指示手段と、を更に備える請求項１
又は２に記載の超音波切断装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の超音波切断装置を用いる車両用内装材の製造方
法であって、
　前記負荷状態検出手段により検出された前記負荷状態を監視しながら被切断部を超音波
切断して車両用内装材を得ることを特徴とする車両用内装材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波切断装置及びこれを用いる車両用内装材の製造方法に関し、さらに詳
しくは、超音波切断加工の不具合状況を詳細に把握して不良率を低減させることができる
超音波切断装置及びこれを用いる車両用内装材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波加工装置として、振動子及び振動子の超音波振動が伝達されるツールを有
する超音波加工具を備えるものが知られている（例えば、特許文献１及び２参照）。この
特許文献１には、振動子の負荷信号が所定のしきい値を超えたときにブザー又はＬＥＤで
異常を報知する負荷報知機能を備える超音波研磨装置が開示されている。また、特許文献
２には、振動子の負荷信号レベルをバーグラフ表示部に表示する負荷報知機能を備える超
音波手術装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平６－６５５号公報
【特許文献２】特開平１１－７０１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、フロアカーペット等の車両用内装材では、プレス成形後の車両用内装材の被切
断部を超音波切断加工することが提案されている。この超音波切断加工では、例えば、振
動子及び刃を備える超音波カッターを産業用ロボットに取り付け、この産業用ロボットを
刃が所定の軌道上を通るように駆動制御するとともに、振動子の負荷信号を検知して報知
することが考えられる。しかしながら、上記特許文献１及び２の負荷報知機能では、振動
子の負荷信号の瞬間的なレベルを捉えて報知しているので、超音波カッターの刃の軌道上
の負荷発生位置を詳細に把握することができない。また、振動子の負荷信号が所定のしき
い値より小さな弱負荷及びその発生位置を把握することができない。その結果、超音波切
断加工の不具合状況（例えば、刃折れ、刃の劣化、切断過負荷等）を把握できず切断不良
が発生する恐れがある。
【０００５】
　本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、超音波切断加工の不具合状況を詳細
に把握して不良率を低減させることができる超音波切断装置及びこれを用いる車両用内装
材の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題を解決するために、請求項１に記載の発明は、超音波切断装置であって、振動
子及び該振動子の超音波振動が伝達される刃を有し、移動機構に取り付けられて移動可能
とされる超音波カッターと、前記刃が所定の軌道上を通るように前記移動機構を駆動制御
する駆動制御手段と、前記振動子の負荷信号を検知する負荷信号検知手段と、前記負荷信
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号検知手段により検知された前記負荷信号の時間軸に対する強度変化を負荷状態として検
出する負荷状態検出手段と、前記負荷状態検出手段により検出された前記負荷状態を表示
部に表示させる第１表示指示手段と、を備え、前記第１表示指示手段は、前記負荷状態を
示す負荷状態グラフ上に前記刃の軌道のうちの所定の領域を示す領域情報を表示させるこ
とを要旨とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載において、前記振動子に所定の発振周波数の電
圧を印加する発振器を備え、前記第１表示指示手段は、前記負荷状態グラフ上に前記発振
器の励振を起動した複数のタイミングを表示させ、該複数のタイミングのうちの隣接する
タイミングの間隔が前記領域情報となることを要旨とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２記載において、前記負荷状態検出手段により
検出された前記負荷状態に基づいて、前記負荷信号が所定のしきい値を超える前記刃の軌
道上の過負荷位置を検出する過負荷位置検出手段と、前記刃の軌道を示す軌道図、及び該
軌道図における前記過負荷位置検出手段により検出された前記過負荷位置を表示部に表示
させる第２表示指示手段と、を更に備えることを要旨とする。
　上記問題を解決するために、請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の超音波切断装置を用いる車両用内装材の製造方法であって、前記負荷状態検出手
段により検出された前記負荷状態を監視しながら被切断部を超音波切断して車両用内装材
を得ることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の超音波切断装置によると、駆動制御手段により刃が所定の軌道上を通るように
移動機構が駆動制御され、負荷信号検知手段により振動子の負荷信号が検知され、負荷状
態検出手段により負荷信号の時間軸に対する強度変化が負荷状態として検出される。よっ
て、この負荷状態を利用することにより、超音波カッターの刃の軌道上の負荷発生位置を
把握することができる。その結果、超音波切断加工の不具合状況（例えば、刃折れ、刃の
劣化、切断過負荷等）を詳細に把握して不良率を低減させることができる。
　また、第１表示指示手段を更に備えるので、第１表示指示手段により負荷状態が表示部
に表示される。よって、超音波カッターの刃の軌道上の負荷発生位置を容易且つ迅速に把
握することができる。特に、従来の負荷報知機能では把握し難かった弱負荷及びその発生
位置を把握することができる。
　また、過負荷位置検出手段と、第２表示指示手段と、を更に備える場合は、過負荷位置
検出手段により刃の軌道上の過負荷位置が検出され、第２表示指示手段により刃の軌道図
及び過負荷位置が表示部に表示される。よって、超音波カッターの刃の軌道上の負荷発生
位置を容易且つ迅速に把握することができる。
　本発明の車両用内装材の製造方法によると、超音波切断装置において、駆動制御手段に
より刃が所定の軌道上を通るように移動機構が駆動制御され、負荷信号検知手段により振
動子の負荷信号が検知され、負荷状態検出手段により負荷信号の時間軸に対する強度変化
が負荷状態として検出される。そして、負荷状態を監視しながら被切断部を超音波切断し
て車両用内装材が得られる。このように負荷状態を監視することにより、超音波カッター
の刃の軌道上の負荷発生位置を把握することができる。その結果、超音波切断加工の不具
合状況（例えば、刃折れ、刃の劣化、切断過負荷等）を詳細に把握して不良率を低減させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述にて更に説明するが、同様の参照符号は図面のい
くつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】実施例に係る超音波切断装置の斜視図である。
【図２】上記超音波切断装置のブロック図である。
【図３】実施例に係る表示モニターの表示画面（負荷状態グラフ）を示す正面図である。
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【図４】実施例に係る表示モニターの表示画面（負荷状態グラフ）を示す正面図である。
【図５】実施例に係る表示モニターの表示画面（軌道図）を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで示される事項は例示的なものおよび本発明の実施形態を例示的に説明するための
ものであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明であ
ると思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解
のために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図
面と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当
業者に明らかにするものである。
【００１０】
１．超音波切断装置
　本実施形態１．に係る超音波切断装置（１）は、振動子（７）及び振動子の超音波振動
が伝達される刃（８）を有し、移動機構（２）に取り付けられて移動可能とされる超音波
カッター（３）と、刃が所定の軌道上を通るように移動機構を駆動制御する駆動制御手段
（１４）と、振動子の負荷信号を検知する負荷信号検知手段（１１）と、負荷信号検知手
段により検知された負荷信号の時間軸に対する強度変化を負荷状態として検出する負荷状
態検出手段（１６）と、を備えることを特徴とする（例えば、図１及び図２等参照）。
【００１１】
　本実施形態１．に係る超音波切断装置としては、例えば、上記負荷状態検出手段により
検出された負荷状態を表示部（２０）に表示させる第１表示指示手段（１８）を更に備え
る形態（例えば、図２等参照）を挙げることができる。この第１表示指示手段は、例えば
、上記負荷状態を示す負荷状態グラフ（Ａ）、及び負荷状態グラフにおいて上記刃の軌道
のうちの所定の領域を示す領域情報（ａ～ｆ）を表示部に表示させることができる（例え
ば、図３等参照）。これにより、超音波カッターの刃の軌道上の負荷発生位置を更に容易
且つ迅速に把握することができる。
【００１２】
　本実施形態１．に係る超音波切断装置としては、例えば、上記負荷状態検出手段により
検出された負荷状態に基づいて、負荷信号が所定のしきい値を超える刃の軌道上の過負荷
位置を検出する過負荷位置検出手段（１７）と、刃の軌道を示す軌道図（Ｂ）、及び軌道
図における過負荷位置検出手段により検出された過負荷位置（ｑ）を表示部に表示させる
第２表示指示手段（１９）と、を更に備えることができる（例えば、図２及び図５等参照
）。
【００１３】
２．車両用内装材の製造方法
　本実施形態２．に係る車両用内装材の製造方法は、上記実施形態１．の超音波切断装置
を用いる車両用内装材の製造方法であって、上記負荷状態検出手段により検出された負荷
状態を監視しながら被切断部を超音波切断して車両用内装材を得ることを特徴とする。
【００１４】
　上記監視形態としては、例えば、〔１〕上記第１表示指示手段により表示部に表示され
る負荷状態を監視する形態（例えば、図３等参照）、〔２〕上記第２表示指示手段により
表示部に表示される軌道図及び過負荷位置を監視する形態（例えば、図５等参照）等のう
ちの１種又は２種以上の組み合わせを挙げることができる。
【実施例】
【００１５】
　以下、図面を用いて実施例により本発明を具体的に説明する。なお、本実施例では、フ
ロアカーペット（本発明に係る「車両用内装材」として例示する。）の複数の被切断部（
例えば、輪郭部、孔部等）を超音波切断する超音波切断装置を例示する。
【００１６】
（１）超音波切断装置の構成
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　本実施例に係る超音波切断装置１は、図１に示すように、垂直多関節式の産業用ロボッ
ト２（本発明に係る「移動機構」として例示する。）と、この産業用ロボット２のアーム
先端側２ａに取り付けられる超音波カッター３と、この超音波カッター３を駆動するため
の発振器４と、これら産業用ロボット２及び発振器３を駆動制御するための制御装置５と
、を備えている。
【００１７】
　上記超音波カッター３は、圧電素子からなる振動子７と、この振動子７の超音波振動が
伝達される針状の刃８と、をホルダー９に備えてなる。この振動子７は、発振器４により
所定の発振周波数の電圧が印加されたときに超音波振動を発生する。また、刃８は、振動
子７の振動を増幅させるホーン部（図示省略）の先端側に接続されている。
【００１８】
　上記発振器４は、図２に示すように、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）
、ＲＡＭ(Random Access Memory)、ＲＯＭ（Read Only Memory）等を備えたコンピュータ
からなる制御部１０を備えている。この制御部１０は、負荷信号検知手段１１に対応する
プログラムをＲＯＭに記憶しながら、対応する処理をＣＰＵに実行させる。この負荷信号
検知手段１１は、振動子７から出力される負荷電流（本発明に係る「振動子の負荷信号」
として例示する。）を検知するとともに、その負荷電流を制御装置５に出力する。
【００１９】
　上記制御装置５は、図２に示すように、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit
）、ＲＡＭ(Random Access Memory)、ＲＯＭ（Read Only Memory）等を備えたコンピュー
タからなる制御部１３を備えている。この制御部１３は、駆動制御手段１４、発振器制御
手段１５、負荷状態検出手段１６、過負荷位置検出手段１７、第１表示指示手段１８、及
び第２表示指示手段１９のそれぞれに対応するプログラムをＲＯＭに記憶しながら、各手
段１４～１９に対応する処理をＣＰＵに実行させる。また、制御装置５は、表示モニター
２０（本発明に係る「表示部」として例示する。）及びキーボード等からなる入力操作部
２１を備えている。
【００２０】
　上記駆動制御手段１４は、上記超音波カッター３の刃８がフロアカーペット２３（図２
参照）の各被切断部に対応して予め決められた所定の軌道上を通るように産業用ロボット
２を駆動制御する。また、上記発振器制御手段１５は、上記駆動制御手段１４による駆動
制御に関する情報（例えば、刃の位置、角度、速度情報等）に基づいて、振動子７に対す
る発振器４の励振を起動及び停止させる。具体的には、超音波カッター３の刃８がフロア
カーペット２３の各被切断部に近接したときに発振器４の励振が起動され、超音波カッタ
ー３の刃８がフロアカーペット２３の各被切断部から離間したときに発振器４の励振が停
止される。
【００２１】
　上記負荷状態検出手段１６は、上記駆動制御手段１４による駆動制御に関する情報に基
づいて、発振器４の負荷信号検知手段１１から出力される負荷電流の時間軸（即ち、時間
経過）に対する強度変化を検出する。また、上記第１表示指示手段１８は、入力操作部２
１の入力操作に基づいて、負荷状態検出手段１６により検出された負荷状態を示す負荷状
態グラフＡを表示モニター２０に表示させる（図３参照）。この負荷状態グラフＡは、横
軸を時間軸とし縦軸に負荷電流の強度をとり構成されている。また、第１表示指示手段１
８は、負荷状態グラフＡにおいて発振器４の励振を起動したタイミング、すなわち各被切
断部の切断開始のタイミングａ～ｆを表示モニター２０に表示させる。これらのタイミン
グａ～ｆの隣接する間隔は、刃８の軌道上の所定の領域を示す領域情報となる。
【００２２】
　上記過負荷位置検出手段１７は、上記負荷状態検出手段１６により検出された負荷状態
に基づいて、負荷信号が所定のしきい値ｐ（図３参照）を超える刃８の軌道上の過負荷位
置を検出する。また、上記第２表示指示手段１９は、入力操作部２１の入力操作に基づい
て、刃８の軌道を示す軌道図Ｂ及び軌道図Ｂにおける過負荷位置ｑを表示モニターに表示
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させる（図５参照）。この過負荷位置ｑの表示は、軌道の一部を点滅させることでなされ
る。
【００２３】
（２）超音波切断装置の作用
　次に、上記構成の超音波切断装置１の作用について説明する。先ず、所定のフロアカー
ペット２３の量産（超音波切断加工）を開始する前工程として、表示モニター２０に負荷
状態グラフＡ及び／又は軌道図Ｂを表示して監視しながらフロアカーペット２３の各被切
断部を切断する。そして、負荷状態グラフＡを表示する場合において、図３に示すように
、負荷状態グラフＡに負荷信号の強度が強い箇所（例えば、タイミングｃ，ｄの間、タイ
ミングｅ，ｆの間等）が生じている場合には、その箇所に対応して産業用ロボット２の駆
動制御に関する情報を調整したり、フロアカーペット２３を支持する治具２４（図２参照
）と刃８との干渉状態を調整したりする調整作業が行われる。一方、上記軌道図Ｂを表示
する場合において、図５に示すように、その軌道図Ｂに過負荷位置ｑが表示されている場
合には、その箇所に対応して上述の調整作業が行われる。その後、フロアカーペット２３
の量産を開始すると、負荷状態グラフＡでは負荷信号の強度変化がなだらかとなり（図４
参照）、軌道図Ｂでは過負荷位置は表示されない。
【００２４】
（３）実施例の効果
　以上より、本実施例の超音波切断装置１によると、駆動制御手段１４により刃８が所定
の軌道上を通るように産業用ロボット２が駆動制御され、負荷信号検知手段１１により振
動子７の負荷電流が検知され、負荷状態検出手段１６により負荷電流の時間軸に対する強
度変化が負荷状態として検出される。よって、この負荷状態を利用することにより、超音
波カッター３の刃８の軌道上の負荷発生位置を把握することができる。その結果、超音波
切断加工の不具合状況（例えば、刃折れ、刃の劣化、切断過負荷等）を詳細に把握して不
良率を低減させることができる。
【００２５】
　また、本実施例では、第１表示指示手段１８を更に備えて構成したので、第１表示指示
手段１８により負荷状態グラフＡが表示モニター２０に表示される。よって、超音波カッ
ター３の刃８の軌道上の負荷発生位置を容易且つ迅速に把握することができる。特に、従
来の負荷報知機能では把握し難かった弱負荷及びその発生位置（例えば、図３中のタイミ
ングｃ，ｄの間等）を把握することができる。
【００２６】
　また、本実施例では、第１表示指示手段１８により、負荷状態グラフＡにおいて刃８の
軌道の所定の領域を示す領域情報ａ～ｆを表示モニター２０に表示させるようにしたので
、超音波カッター３の刃８の軌道上の負荷発生位置を容易且つ迅速に把握することができ
る。
【００２７】
　さらに、本実施例では、過負荷位置検出手段１７と、第２表示指示手段１９と、を更に
備えて構成したので、過負荷位置検出手段１７により刃８の軌道上の過負荷位置が検出さ
れ、第２表示指示手段１９により刃８の軌道図Ｂ及び過負荷位置ｑが表示モニター２０に
表示される。よって、超音波カッター３の刃８の軌道上の負荷発生位置を更に容易且つ迅
速に把握することができる。
【００２８】
　尚、本発明においては、上記実施例に限られず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で
種々変更した実施例とすることができる。すなわち、上記実施例では、第１及び第２表示
指示手段１８、１９を備える形態を例示したが、これに限定されず、例えば、第１表示指
示手段のみを備えるようにしてもよい。また、参考例として、第１及び第２表示指示手段
１８、１９を備えずに、負荷状態検出手段１６による負荷状態に基づいて駆動制御手段１
４による産業用ロボット２の駆動制御を自動調整するようにしてもよい。
【００２９】
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　また、上記実施例では、単一の表示モニター２０に負荷状態グラフＡ及び軌道図Ｂを選
択的に切替え表示するようにしたが、これに限定されず、例えば、単一又は複数の表示モ
ニター２０に負荷状態グラフＡ及び軌道図Ｂを同時に表示するようにしてもよい。
【００３０】
　また、上記実施例では、２次元表示の軌道図Ｂを例示したが、これに限定されず、例え
ば、３次元表示の軌道図としてもよい。また、上記実施例では、軌道図Ｂ上で過負荷位置
ｑを点滅表示するようにしたが、これに限定されず、例えば、軌道図Ｂと異なる色、太さ
等で過負荷位置ｑを表示するようにしてもよい。
【００３１】
　また、上記実施例では、発振器４に設けた負荷信号検知手段１１により振動子７の負荷
信号を検知するようにしたが、これに限定されず、例えば、制御装置５に設けた負荷信号
検知手段により振動子７の負荷信号を検知するようにしてもよい。また、上記実施例では
、負荷信号として振動子７から出力される負荷電流を例示したが、これに限定されず、例
えば、振動子７に印加する電圧の大きさをコントロールする回路を備え、この回路の出力
電圧を負荷信号として採用してもよい。
【００３２】
　また、上記実施例では、フロアカーペット２３の切断完了後に調整作業を行うようにし
たが、これに限定されず、例えば、フロアカーペット２３の切断途中で調整作業を行うよ
うにしてもよい。
【００３３】
　また、上記実施例では、圧電素子からなる振動子７を例示したが、これに限定されず、
例えば、磁歪素子からなる振動子を採用してもよい。また、上記実施例では、移動機構と
して垂直多関節式の産業用ロボット２を例示したが、これに限定されず、例えば、水平多
関節式、直交式、パラレルリンク式の産業用ロボットを採用してもよい。また、１軸のス
ライド機構を採用してもよい。
【００３４】
　また、上記実施例では、表示部として、負荷状態グラフＡ又は軌道図Ｂを表示する表示
モニター２０を例示したが、これに限定されず、例えば、負荷状態グラフＡ又は軌道図Ｂ
を出力するプリンターを採用したり、負荷状態又は過負荷位置を音声出力するスピーカー
を採用したりしてもよい。また、表示モニター２０としてタッチパネルを採用してもよい
。さらに、上記実施例における各手段１１、１４～１９の制御処理は、ハードウェア、ソ
フトウェアのいずれか又は両者により実現される。
【００３５】
　前述の例は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈される
ものではない。本発明を典型的な実施形態の例を挙げて説明したが、本発明の記述および
図示において使用された文言は、限定的な文言ではなく説明的および例示的なものである
と理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲または精神から逸
脱することなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述
に特定の構造、材料および実施例を参照したが、本発明をここにおける開示事項に限定す
ることを意図するものではなく、むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機
能的に同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【００３６】
　本発明は上記で詳述した実施形態に限定されず、本発明の請求項に示した範囲で様々な
変形または変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　超音波切断加工に関する技術として広く利用される。特に、フロアカーペット、天井材
、ドアトリム、フロアマット等の車両用内装材を超音波切断する技術として好適に利用さ
れる。
【符号の説明】
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【００３８】
　１；超音波切断装置、２；産業用ロボット、３；超音波カッター、７；振動子、８；刃
、１１；負荷信号検知手段、１４；駆動制御手段、１６；負荷状態検知手段、１７；過負
荷位置検出手段、１８；第１表示指示手段、１９；第２表示指示手段、２０；表示モニタ
ー、２３；フロアカーペット、Ａ；負荷状態グラフ、Ｂ；軌道図、ｐ；所定のしきい値、
ｑ；過負荷位置。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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